
別紙：申請の流れ（フロー） 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

  

 

 

 

 

※高校生等臨時支援金を希望する場合は、必ず受給資格認定申請手続きを行ってください。 

                 就学支援金の判定結果を用いて臨時支援金の審査を行います。 
 

 

  手続きは不要です  

※ 期日までに意向登録が行われなかった場合、 

意向なし（辞退）と判断いたします 

【意向登録】 

マニュアル② P.5-7 

※前回の申請が所得

制限の場合は不要 

【受給資格認定申請】 

マニュアル② P.8-22 

 

申請する 

※申請を辞退された方は、

意向ロックを解除します

ので御連絡ください。 

申請しない 

4月～6月分：不認定 又は 意向なし 

【高校生等臨時支援金意向登録】 

マニュアル⑧ P.6-12 

 

手続き完了 

 


